
   釧路市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 釧路市介護保険条例（平成１７年釧路市条例第１３８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第６条を次のように改める。 

 （保険料率） 

第 6 条 平成２１年度から平成２３年度までの各年度における保険料率は、

次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定する者をいう。

以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１）介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」とい

う。）第３９条第１項第１号に掲げる者 ２１、１５７円 

（２）令第３９条第１項第２号に掲げる者 ２１、１５７円 

（３）令第３９条第１項第３号に掲げる者 ３１、７３６円 

（４）令第３９条第１項第４号に掲げる者 ４２、３１４円 

（５）次のいずれかに該当する者 ４９、９３０円 

 ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条

第１項第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）が１２

５万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

 イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律代１４４号）第６条第２項

に規定する要保護者をいう。以下同じ。）であって、その者が課され

る保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護

（生活保護法第２条に規定する保護をいう。以下同じ。）を必要とし

ない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分

を除く。）、次号イ又は第７号イに該当する者を除く。） 

（６）次のいずれかに該当する者 ５２、８９２円 

 ア 合計所得金額が１２５万円以上２００万円未満である者であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの 
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 イ  要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号

イに該当する者を除く。） 

（７）次のいずれかに該当する者 ６３、４７１円 

 ア 合計所得金額が２００万円以上５００万円未満である者であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの 

 イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当す

る者を除く。） 

（８）前各号のいずれにも該当しない者 ７４、０４９円 

 第９条第３項中「第３８条第１項第１号イ」を「第３９条第１項第１号

イ」に、「ロ及びハ」を「ロ若しくはハ」に、「第４号ロ又は第５号ロ」

を「若しくは第４号ロ又は第６条第５号イ、第６号イ若しくは第７号イの

規定（以下「被保護者等該当規定」という。）」に、「令第３８条第１項

第１号から第５号までのいずれかに」を「該当するに至った被保護者等該

当規定に」に改める。 

第１５条ただし書中「（昭和２５年法律第２２６号）」を削る。 

  附則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 改正後の釧路市介護保険条例（以下「新条例」という。）の規定は、

平成２１年度以後の年度分の保険料から適用し、平成２０年度分までの保

険料については、なお従前の例による。 

（平成２１年度から平成２３年度までにおける保険料率の特例） 

第３条 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）附則第１１条第１
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項及び第２項（同条第３項及び第４項において準用する場合を含む。）に

規定する第１号被保険者の平成２１年度から平成２３年度までの保健料率

は、新条例第６条の規定にかかわらず、３８，５０６円とする。 

 

平成２１年３月１７日提出 

委 員 石 川 明 美 

 

民生福祉常任委員長 藤 原 勝 子 殿 

 

（説明） 

  平成２１年度から平成２１年度までの介護保険の保険料率について改定

いたしたく、本案を提出するものである。 
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（別記） 
 
（ 修 正 内 容 ）  
 

議案第 6号 平成２１年度釧路市介護保険特別会計予算修正案 
 
 第１表の一部を、次のとおりと修正する。 
第１表 歳入歳出予算 
 （保険事業勘定） 
歳入 

款 項 金   額 
 千円

10,350,590

１ 介護保険料 
1,724,736
1,822,053

 
１ 介護保険収入 

６ 繰入金 
1,813,802
1,716,485

歳   入   合   計 10,350,590
 
 
 


